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「組合活動を刑事事件にすることは許さない」
加茂生コン事件無罪判決でユニオンが共同声明

加茂生コン事件控訴審の無罪判決（12 月 13 日大阪高裁第 6 刑事部・村山浩昭裁判長）を受け

て、全国各地のユニオンが共同声明を出した。

呼びかけたのは、全国ユニオン（全国コミュニティ・ユニオン連合会、11 団体）とコミュニ

ティ・ユニオン全国ネットワーク（78団体）の２者。秋田、山形、千葉、東京、神奈川、長野、

静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、愛媛の 13都府県で活動する 33のユニオンが賛同して 12

月 24日、公表された。

共同声明は、「われわれユニオンは、解雇、残業代不払い、さまざまなハラスメントなどに直

面した労働者の労働相談を受け付け、企業に団体交渉を申し入れ、不当労働行為に抗議し、問題

解決を図ってきた。そのひとつひとつが加茂生コン事件のように刑事事件化されたならば、ユニ

オンの活動は成り立たなくなる。その意味で加茂生コン事件は、当事者である関生支部の団結権

を侵害する弾圧事件であるだけではなく、われわれユニオンの活動の存立基盤をも揺るがしかね

ない事態だ」としたうえで、「組合排除の意図を隠さず確信犯的に不当労働行為を重ねた企業が

免罪され、他方で、労働者の権利と雇用を守るために正当な組合活動を行った組合員が刑事犯と

される暴挙が許されていいはずはない。」と判決を評価している。

そして、検察に対し、「大阪高裁の無罪判決を真摯に受け止め、最高裁への上告を放棄すべき」、

さらに、「各裁判所は、大阪高裁判決に倣って、憲法 28条労働基本権保障をふまえた公正な判断

を下すべき」だとしている。

【共同声明全文はｐ２～を参照】

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェイクニュースに対する名誉毀損訴訟で勝訴
瀬戸氏に賠償支払いを命令（大阪地裁12/16）

12 月 16 日、悪名高いレイシスト、瀬戸弘幸氏を相手取った名誉毀損訴訟で、大阪地裁は、瀬

戸氏に対し、関生支部に 30万円、武・前委員長に 10万円を支払え、当該ブログの削除せよと命

じる判決を出した。「関生支部（武建一）の集金システム暴露」「関西生コン支部がたった経営

者を自殺に追い込む執拗な攻撃」などの記述が真実性も真実相当性もないとした当然の判決。一

連のフェイクニュースに対する反撃の訴訟で最初の勝訴だ。

「関西生コン事件」の特徴のひとつは、ネットを使ったフェイクニュース。「関生支部はゆすり

・たかりのプロ集団」「労組の名を借りた暴力集団」などとする YouTube やブログが大量拡散さ

れ、関生支部に対するばくぜんとしたネガティブイメージの広がりを作り出した。それが、生コ

ン業界と警察・検察が一体となった「労組壊滅作戦」の本質を見えにくくし、他方で、大手メデ

ィアを事件から遠ざける役割も果たしてきた。

そのフェイクニュース流布の中心人物が、大阪広域協組に雇われた瀬戸弘幸氏だった。

発行：全日建（全日本建設運輸連帯労働組合） お問い合わせ０３－５８３０－６４１８
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『賃金破壊』、裁判所の書店にも
竹信三恵子さんの『賃金破壊』が大阪地方裁判所の

書店にも並んでいる。

週刊東洋経済はじめさまざまなメディアで取り上げ

られている話題の本。裁判官や書記官にも、しっかり

読んでほしいものだ。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

正当な労働組合活動を刑事事件にすることは許さない
加茂生コン事件・無罪判決についての共同声明

12月 13日、大阪高等裁判所が、不当労働行為に抗議する組合活動が強要未遂罪にされた加茂

生コン事件で、一審判決（京都地裁）を破棄し、組合員１人を無罪にするなどの実質的な組合

勝訴判決を出した。

この事件は、加茂生コン（京都府）の常用的な日々雇用運転手が、2017年 10月、関生支部（全

日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部）に加入して、正社員化や未払い賃金の支払い

などを要求して団体交渉を申し入れたところ、会社はタイムレコーダーを撤去して監視カメラ

を設置。運転手は労働者ではないとして団交をかたくなに拒否したうえ、組合員の子どもの保

育園入所に必要な就労証明書への押印も、組合加入以前は毎年応じていたのに拒否して、会社

を廃業すると通知して雇用を打ち切ったことに端を発している。 このあからさまな不当労働

行為に抗議した正当な活動が強要未遂にあたるとして、組合員らが 2 年後に逮捕され、京都地

裁が 2020 年 12 月、組合員 1 人に懲役 1 年、もう 1 人に懲役 8 月、両者とも執行猶予 3 年とい

う有罪判決を出した。大阪高裁判決はこれを覆して、１人に無罪、もう１人に罰金を命じたも

のである。

一審判決はまったく許しがたいものであった。日本には憲法 28 条労働基本権保障があり、労

働組合法 1 条 2 項は正当な組合活動を刑事罰の対象としないとする刑事免責条項を明記してい

る。それにもかかわらず、京都府警や京都地検は、「正社員として雇用することを不当に要求し

た」などと称して組合員らを逮捕・起訴した。このような暴挙がまかり通り、裁判所がそれを

追認する信じがたい判決を出すようでは、労働基本権はないに等しい。

全国各地で活動するわれわれユニオンは、解雇、残業代不払い、さまざまなハラスメントな

どに直面した労働者の労働相談を受け付け、企業に団体交渉を申し入れ、不当労働行為に抗議

し、問題解決を図ってきた。そのひとつひとつが加茂生コン事件のように刑事事件化されたな

らば、ユニオンの活動は成り立たなくなる。その意味で加茂生コン事件は、当事者である関生

支部の団結権を侵害する弾圧事件であるだけではなく、われわれユニオンの活動の存立基盤を

も揺るがしかねない事態だとわれわれはとらえて支援し活動にとりくんできた。

組合排除の意図を隠さず確信犯的に不当労働行為を重ねた企業が免罪され、他方で、労働者

の権利と雇用を守るために正当な組合活動を行った組合員が刑事犯とされる暴挙が許されてい

いはずはない。大阪高裁の無罪判決はあまりにも当然の司法判断である。

われわれはこの判決をふまえて以下のとおり関係各方面に求めたい。
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第１に、大阪高検は、大阪高裁の無罪判決を真摯に受け止め、最高裁への上告を放棄すべき

である。

第２に、加茂生コン事件以外の刑事裁判が係属する近畿地方の各裁判所は、大阪高裁判決に

倣って、憲法 28条労働基本権保障をふまえた公正な判断を下すべきである。

以上

２０２１年１２月２４日

共同声明よびかけ団体

全国コミュニティ・ユニオン連合会

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク

賛同団体

全国ユニオン秋田／庄内ユニオン／なのはなユニオン／すみだユニオン／東京ユニオン／シニ

アユニオン東京／東京管理職ユニオン／ふれあい江東ユニオン／派遣ユニオン／プレカリアー

トユニオン／全国一般東京東部労働組合／東京東部地域ユニオン協議会（下町ユニオン）／東

京統一管理職ユニオン／よこはまシティユニオン／神奈川シティユニオン／長野一般労働組合

／静岡ふれあいユニオン／名古屋ふれあいユニオン／きょうとユニオン／北大阪ユニオン／ユ

ニオンおおさか／なにわユニオン／なかまユニオン／サポートユニオン with you／ひょうごユ

ニオン／尼崎地区労働組合人権平和センター／武庫川ユニオン／ユニオンあしや／但馬ユニオ

ン／姫路ユニオン／神戸ワーカーズユニオン／スクラムユニオンひろしま／愛媛地域合同労働

組合（えひめユニオン） 以上、３３ユニオン・団体


